
一般社団法人那覇市観光協会 入会手続きのご案内 

 

目 的 

一般社団法人那覇市観光協会は、那覇市およびその周辺地域の観光事業の振興を図り、

地域文化の向上および経済の発展向上に寄与し、併せて公益に資することを目的とする。 

 

会員サービス 

 ●観光情報誌｢NAHA  NAVI｣への店舗掲載（宿泊施設、飲食、土産品店等） 

 ●ホームページ「那覇ナビ」への店舗掲載 

 ●那覇市観光案内所へのパンフレット・チラシの陳列、観光客等へ紹介    等 

 

会員の区分 

●正会員 （総会において議決権を有する）  

●賛助会員  

 

年 会 費 

●各会員・・ 35,000円 

 

必要書類等 

   ●入会申込書 

  ●同意書 

  ●営業許可書の写し（宿泊施設、飲食、土産品店等） 

  ●ホームページ｢那覇ナビ｣会員（店舗）情報掲載申込書（写真またはデータ添付）：協会 

窓口に提出の場合 

  ●会費（初回は現金でのお支払いをお願いします。） 

  ●口座振替依頼書（会費等支払いの為振替依頼書をご提出ください。なお、口座振替手 

数料は本協会が負担します。） 

 

入会手続き 

入会するためには、下記の手続き、審査が必要となります。 

（1）必要書類の提出 

直接事務局にお持ちいただくか、郵送にてお送りください。 

（2）審査結果のお知らせ 

提出書類の審査後、入会が許可された方にはご連絡いたします。（なお、入会承認が

否決されることもありますので、あらかじめご了承ください。） 

（3）会費の支払い 

入会手続きが完了しましたら、事務局窓口で現金でお支払いいただきます（初回のみ）。 

※年会費の対象期間は、毎年 4月 1日～翌年 3月 31日です。 



主な事業 

●国内観光誘致・受入事業 

・那覇ハーリー、那覇大綱挽まつり、NAHAマラソン等イベント推進事業 

・県外誘客宣伝活動（那覇観光キャンペーンレディ派遣） 

・那覇市観光案内所運営 

・ホームページ「那覇ナビ｣の運営管理 

・観光情報誌 NAHA  NAVIの発行（一般用年間 36万部・修学旅行用年間 36万部） 

・那覇市委託まち歩き整備事業（那覇まちま～い） 

・各種観光客受入セミナー、研修等の実施 

●外国観光客受入事業 

・那覇市委託外国人観光客受入サポート事業 

●指定管理事業 

・波の上ビーチ広場（那覇市所管） 

●収益事業 

・飲物、バーベキュー等の販売 

・観光施設（玉陵、識名園等）の観光券取扱事業 

 

 

【入会の問い合わせ】 

 一般社団法人那覇市観光協会  担当：金城・大城（TEL:098-862-1442  FAX:098-880-6893） 



役職 氏名
フリガナ

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

事業者名と異なる場合のみご記入下さい。

所在地：

□正会員 □賛助会員

円

□可　　 □否

所在地の簡略地図

　　このたび私は貴会の趣旨に賛同し、加入したく申し込み致します。　　　　　　　　

入 会 申 込 書

(一社)那覇市観光協会

会長　　佐久本　 武　殿

平成　　　　年　　　　月　　　　日

所在地
〒

事業者名 フリガナ：

名簿に記載させてい
ただきます。

代表者 ㊞

□小売業 □飲食業 □宿泊施設 □観光施設 □運輸・交通

法人名

ＴＥＬ・ＦＡＸ

会　　費

ホ-ムペ-ジ掲載

事務連絡先

　ホ－ムペ－ジ
アドレス

業　種

ご担当者
　　フリガナ

名

直通電話

会員区分

□印刷業

□報道 □金融業 □その他(                　　　　　　　　　　　　　　　　　  )

事業内容

Eメ－ルアドレス

□旅行業 □観光団体 □広告・宣伝 □イベント・企画



一般社団法人 那覇市観光協会 

会長 佐久本 武 様 

 

同 意 書 

 
このたび、一般社団法人 那覇市観光協会の会員として貴会に入会するにあたり、以

下の事項を厳守することを、ここに同意致します。 

 

記 

 

1. 一般社団法人 那覇市観光協会と共に那覇市観光振興に尽力し、地域発展に協力します。 

2. 観光客に対して誠実な対応と事業運営を行います。 

3. 那覇のイメージを汚し、一般社団法人 那覇市観光協会に対する信用品位を損ねるようなこと

は行いません。 

4. 観光客とのトラブルなどの際、本協会に一切迷惑をかけません。 

5. 事業運営によって寄せられた苦情に対して、本協会又は観光客等に対して誠意をもって対応

します。 

6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に掲げる暴力団及びそれらの

利益となる活動を行う法人(個人)等ではありません。 

 

以上について同意します。 

万が一法令等に違反した行為が判明した場合、トラブル、苦情発生に伴い各事項を守れない場

合は、発生から真意が判明するまでの期間、観光客への案内、一般社団法人 那覇市観光協会の

行う広報宣伝（情報誌、ホームページへの掲載を含む）を停止することに異議を申し立てしませ

ん。 

 

平成    年  月  日 

 

店 舗 名              

 

住  所              

 

代表者名            印 

 

                         （電話番号             ） 

 




